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横浜市駐車場条例施行規則の一部改正（新旧対照表） 

旧 新 

（第１条から第 11 条まで省略） 

附 則 

この規則は、平成 19 年 12 月１日から施行する。ただし、第２条第１号の改正規定及び第５条第２項第６

号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 96 号）の施行の日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 29 年２月１日から施行する。ただし、第２条第２号の改正規定は、公布の日から施行す

る。 

（別表第１及び別表第２省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１条から第 11 条まで省略） 

附 則 

この規則は、平成 19 年 12 月１日から施行する。ただし、第２条第１号の改正規定及び第５条第２項第６

号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 96 号）の施行の日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 29 年２月１日から施行する。ただし、第２条第２号の改正規定は、公布の日から施行す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類

は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

（別表第１及び別表第２省略） 
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